
中小企業等経営強化法（経営力向上計画）の認定を受けた

自動車整備事業者における生産性向上の取組をご紹介します！

●「経営力向上計画」は、設備投資や人材育成など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
●認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を取得した事業者は、法人税・所得税の税額控除等が受けられ

ます。

◆認定年月
平成３０年１１月

◆導入設備
検査用機器、大型車整備用リフト、受変電設備

◆利用した支援措置
固定資産税の軽減、法人税の税額控除

◆効果
・大型車用整備リフトの導入、検査用機器の入替
により、作業時間の短縮に繋がった。

・機器等の導入により、作業効率が飛躍的に向上
し、コスト削減や売り上げ向上に繋がった。

株式会社 津軽車輌サービス ／ 指定工場

青森県五所川原市 従業員数１４名(うち整備要員１０名)

◆認定年月
平成３０年１２月

◆導入設備
ホイールアライメントテスタ､スポット溶接機

◆利用した支援措置
固定資産税の軽減、法人税の即時償却

◆効果
・ホイールアライメントテスタのセッティング時
間、測定時間が短縮した

・導入したスポット溶接機は高張力鋼板に対応し
ており、作業精度が向上した。

有限会社 渡部商事 ／ 指定工場

新潟県新潟市 従業員数１６名(うち整備要員１０名) 

◆認定年月
平成３０年１０月

◆導入設備
整備業システム

◆利用した支援措置
法人税の税額控除

◆効果
・システムの導入により、電子保適及びＯＳＳ申
請が可能になり、書類作成にかかる時間が大幅
に短縮した。

株式会社 野村自動車 ／ 指定工場

愛知県刈谷市 従業員数１９名(うち整備要員１３名)

正城自工 株式会社 ／ 指定工場

兵庫県たつの市 従業員数２６名(うち整備要員１２名)

◆認定年月
令和１年６月

◆導入設備
整備業システム、検査用機器、整備用リフト

◆利用した支援措置
法人税の即時償却

◆効果
・検査機器の更新により、作業時間が短縮した。
・システムの導入により、記録簿等の作成の作業
効率が向上した。



☞中小企業等経営強化法経営力向上計画の認定制度について

国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000012.html

中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

本パンフレットのお問合せ先 ： 国土交通省 自動車局 整備課 （TEL 03-5253-8111 内線 42423）

◆認定年月
平成３０年１０月

◆導入設備
スキャンツール

◆利用した支援措置
法人税の税額控除

◆効果
・スキャンツールの導入により、輸入車等多車種
の故障診断に対応できるようになった。

・故障診断に要する時間が大幅に短縮した。
・整備要員のスキルが向上した。

株式会社 くるま屋ＪＳ ／ 認証工場

広島県竹原市 従業員数５名(うち整備要員４名)

◆認定年月
平成３１年２月

◆導入設備
スポット溶接機

◆利用した支援措置
固定資産税の軽減

◆効果
・スポット溶接機の更新により、高精度の作業が
可能になった。

・整備要員のスキルが向上し作業の手直しがなく
なり、作業時間の短縮に繋がった。

清光産業有限会社 ／ 認証工場

愛媛県新居浜市 従業員数７名(うち整備要員２名)

有限会社 石田オートサービス ／ 指定工場

熊本県宇土市 従業員数４８名(うち整備要員１５名)

◆認定年月
平成３１年１月

◆導入設備
フレーム修正機

◆利用した支援措置
法人税の即時償却

◆効果
・フレーム修正機の導入により、正確な３次元計
測が可能となり作業時間が短縮した。

・整備要員のスキル、作業精度が向上した。

株式会社 東和 ／ 指定工場

沖縄県宮古島市 従業員数１２名(うち整備要員６名) 

◆認定年月
平成３０年８月

◆導入設備
検査用機器、検査用システム

◆利用した支援措置
固定資産税の軽減

◆効果
・検査用機器の更新により、従来と比べ作業効率
が向上した。

・検査用システムの導入により、記録簿等の作成
にかかる作業時間が短縮し検査業務の標準化が
図られた。




